
 

鳥取県監査委員公告第５号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、鳥取県知事から平成22年２月８日付鳥取県

監査委員公告第１号及び２号で公表した行政監査の結果に関する報告に基づき措置を講じた旨の通知があったの

で、同項の規定により次のとおり公表する。 

 

  平成23年６月７日 

鳥取県監査委員 山 本 光 範 

鳥取県監査委員 米 田 由 起 枝 

鳥取県監査委員 伊 木 隆 司 

鳥取県監査委員 山 根 眞 知 子 

鳥取県監査委員 興 治 英 夫 

鳥取県監査委員 前 田 八 壽 彦 

 

１ ホームページの作成事務について  

監査意見 講じた措置 

１ 県民（利用者）の視点から見て改善すべき点はな

いか 

 (１) 所掌する事務・事業等、必要な情報が掲載さ

れているか 

監査調書によると、広く県民を対象とした698事

業（許認可等の事務を除く。）のうち86事業（12.3

パーセント）を所属のホームページに掲載してい

なかった。その理由は、「対象者が少数であり他

の手段で情報を提供している。」、「本庁の事業

所管課のホームページに掲載されている。」等で

あった。 

広く県民を対象とする情報を等しく県民に提供

するためには、事業を企画・作成する事業所管課

のホームページに情報を掲載するとともに、事業

を実施する機関のホームページにも、事業所管課

へのリンクを設定する等により、情報を掲載する

必要がある。 

ついては、ホームページを作成する所属は、広

く県民を対象とした事業をホームページに掲載す

るとともに、必要なリンクを設定するよう努めら

れたい。 

 (２) 情報は、適時に掲載及び更新されているか 

ホームページの閲覧による確認の結果、219組織

のうち153組織で、「過去の情報等が掲載されてい

る。」、「リンク先が適切に表示されない。」等

の不適切な事例を確認した。 

ついては、ホームページを作成する所属は、適

宜、掲載する情報の点検を行い、不適切な情報の

修正を行われたい。 

 

 

 

 

 

 ホームページを作成する各課が、所掌する事務、事

業等、必要な情報の掲載及び必要なリンクを設定する

よう、研修会等の機会を利用し、改めて周知徹底した。

 教育委員会においては、「学校ウェブページの作成

ガイドライン」を改訂するとともに、監査意見に基づ

き、必要な情報の掲載及び必要なリンクを設定するよ

う、研修等での周知徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホームページを作成する各課に対し、情報の点検及

び修正等を適時行うよう通知した。また、研修等の機

会を利用して周知徹底を図った。 

 また、「鳥取県ウェブサイト運用管理規程」及び「鳥

取県ウェブサイト事務取扱要綱」を作成し、その中で、

情報の適切な掲載方法、内容及び点検方法について整

理した。 

 教育委員会においては、学校の担当者を対象とした



 

 

 

 

 

 

 (３) 掲載された情報の内容は、分かりやすいもの

となっているか 

アンケート調査の結果は、全体的に評価は高か

ったが、「トップページを見て、ホームページに

どのような情報が掲載されているか分かるか。」

という質問では「だいたい分かった。」という回

答が全体の57.8パーセント、「全体を見て、欲し

い情報を手に入れやすいホームページとなってい

るか。」という質問では「どちらとも言えない。」

という回答が全体の42.5パーセントを占める等、

改善の必要性が認められた。 

ついては、ホームページを作成する所属は、利

用者の視点に立った、見やすく、分かりやすいホ

ームページの作成を心がけられたい。 

 

 (４) 必要な情報を入手しやすい構成となっている

か 

ア ウェブアクセシビリティについて 

とりネットＣＭＳについては、広報課がウェ

ブアクセシビリティ等に配慮したページの基本

的構成を作成するため、他のサーバ・システム

に比べ、見やすく、使いやすいホームページと

なっていた。しかし、掲載される個々の情報か

らは、「リンク先の内容が分からない。」等、

ウェブアクセシビリティへの配慮に欠ける事例

が確認された。 

また、とりネットＣＭＳ以外のサーバ・シス

テムについては、「基本言語が明示されていな

い。」、「ページ内が構造化されていない。」

等、基本的構成においても不適切な事例が確認

された。 

ついては、ホームページを作成する所属は、

ウェブアクセシビリティに配慮した、利用者が

使いやすいホームページの作成に努められたい。

また、広報課においては、鳥取県ホームペー

ジ全体の質の向上を図るため、蓄積したノウハ

ウを活用し、とりネットＣＭＳ以外を使用する

所属に対する助言等の支援を更に推進されたい。

イ 案内表示等について 

鳥取県ホームページには、各所属が情報を掲

研修会において、適宜情報の点検及び修正を行うよう

周知徹底した。 

また、「学校ウェブページの作成ガイドライン」を

改訂し、各学校において、掲載情報の追加、変更及び

削除作業を適宜行うよう明記した。 

 

 

 とりネットＣＭＳについては、各課に対し、利用者

の視点に立った見やすくわかりやすいホームページと

なるよう、点検、修正等を行うよう通知した。また、

研修等の機会を利用して各課のホームページ作成担当

者に周知徹底した。 

 なお、「鳥取県ウェブサイト運用管理規程」等の制

定に当たり、利用者の視点に立ったホームページの作

成を心がけなければならない旨を盛り込んだ。 

 教育委員会においては、学校の担当者を対象とした

研修会において、利用者の視点に立ったホームページ

の作成を行うよう周知徹底した。また、「学校ウェブ

ページの作成ガイドライン」に、閲覧者の視点に立っ

たホームページの作成を行う旨を盛り込んだ。 

 

 

 

「鳥取県ウェブサイト運用管理規程」において、ア

クセシビリティ（年齢又は身体的条件にかかわらず容

易に利用できることをいう。）に配慮する旨を盛り込

んだ。 

また、各課からの相談などに対して、広報課におい

て今後も対応及び助言を行い、ホームページ全体の質

の向上に努めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用しやすい案内表示については、とりネットＣＭ



 

載するページのほかにも、それらの情報を分類

及び整理して利用者が欲しい情報を入手しやす

くする案内表示等、利用者にとって便利な機能

が付与されたページがある。 

この機能のうち、「様式ダウンロード集」、

「こんなときはここへ行きましょう」及び「予

算公開」について、必要な情報を掲載していな

いものがあった。 

利用者にとって便利な機能であっても、そこ

に情報が掲載されなければ、その機能は生かさ

れないこととなる。 

ついては、案内表示等を管理する所属は、こ

れらの機能をホームページを作成する所属に周

知し、必要な情報の掲載を図られたい。 

また、鳥取県ホームページの総ページ数は５

万ページを超え、情報量が膨大なため、特定の

情報にアクセスすることが難しくなっている。

ホームページでは、利用者が欲しい情報を容

易に入手できることが重要であり、欲しい情報

の有無が確認できるとともに、その情報にいか

に速くアクセスできるようにするかが課題とな

るが、アンケート調査では、所属の業務内容の

表示や検索機能に対する不満も聞かれた。 

ついては、案内表示や検索機能を管理する所

属は、掲載情報の範囲を紹介するなど、分かり

やすい案内表示の作成や検索機能の充実を検討

されたい。 

また、ホームページを作成する所属は、所掌

業務の分かりやすい表示に努められたい。 

２ ホームページの管理及び運営は、適切に行われて

いるか 

 (１) 必要な規程及び体制は、整備されているか 

ア 体制の整備について 

掲載及び更新する情報の内容の点検等、情報

を総括的に管理する者の指定の状況については、

188機関のうち指定していない機関が41機関あっ

た。 

情報の掲載に当たっての承認の有無について

は、188機関のうち承認をとっていない機関が14

機関あった。 

掲載後の情報の点検については、188機関のう

ち点検をしていない機関が４機関あった。 

ついては、所属の掲載情報を管理する総括的

管理者の指定や掲載情報の点検等、ホームペー

ジの作成に係る体制が整備されていない所属は、

Ｓを所管する広報課において、とりネットのトップペ

ージ等を見直し、案内表示等の改善を行った。今後も、

利用しやすい案内表示の工夫など、検索性を高めるよ

う努めていく。 

教育委員会では、学校ウェブページの作成ガイドラ

インに、年齢又は身体的条件にかかわらず利用できる

よう配慮する旨を盛り込んだ。また、研修を実施する

中で、ガイドラインの周知徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の管理方法、点検方法などを含む管理体制につ

いて整理及び統一をし、「鳥取県ウェブサイト運用管

理規程」等に明記した。また、研修会等を通じて周知

徹底を図った。 

教育委員会では、「学校ウェブページの作成ガイド

ライン」において、情報の内容等を検討する委員会及

び学校長の責務等、管理体制の見直しを行った。今後

は、研修を通じて各学校の担当者等へ周知徹底を図る

こととした。 

 

 

 



 

早急に体制を整備し、適切な情報管理に努めら

れたい。 

イ 規程の整備について 

ホームページの管理及び運営に関する規程の

整備状況については、188機関のうち規程のない

機関が138機関あった。 

前掲のとおり、掲載及び更新する情報の内容

の点検等、情報を総括的に管理する者の指定状

況については、188機関のうち、情報を総括的に

管理する者を指定している機関が147機関、掲載

後の情報の点検については、点検を行っている

機関が184機関あったが、閲覧確認の結果、153

組織で修正又は更新すべき情報が確認された。

また、不要となった情報又は更新の必要な情

報の有無については、「ない。」と回答した機

関は170機関あるが、閲覧確認の結果、そのうち

の122機関で修正又は更新すべき情報が確認され

た。 

これは、総括的管理者又は情報点検者等を指

定した情報管理体制はあるが、それが十分機能

していないものであり、ホームページの作成に

係る職員の役割と責任を明確化する必要がある。

ついては、サーバシステムを管理する広報課、

教育センター等は、情報の管理及び取扱い並び

にホームページの作成に係る職員の役割と責任

を明確にした規程を整備し、適切な情報管理を

図られたい。 

 (２) 個人情報、他人の著作物の取扱い等、情報管

理は適切に行われているか 

個人情報の掲載状況については、「掲載してい

ない。」と回答した機関は137機関あるが、閲覧確

認の結果、そのうちの24機関から写真等の個人情

報が確認された。 

また、県以外の者が作成するホームページへの

リンクの設定についても、リンク先が公的機関又

は関連団体であることを理由に許可を受けていな

い機関があったが、リンクを設定する際は、相手

方のホームページに掲載されたリンク取扱方針を

確認し、リンクフリーでないものは、相手方にリ

ンク設定の許可を受けることが必要である。 

個人情報の掲載、外部リンクの設定について、

前述のとおり職員の認識が十分でない部分が認め

られたが、他者の情報を取り扱う場合は、特に慎

重を期すべきである。 

ついては、広報課、教育センター等は、他者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他者の個人情報等の掲載における取扱い等について

は、新たに制定した「鳥取県ウェブサイト運用管理規

程」に盛り込んだ。また、研修等において、個人情報

漏洩事例等を紹介する等、担当者へ周知徹底を図った。

 教育委員会においては、学校の担当者を対象とした

研修を実施する中で、個人情報等の取扱いを規定した

「学校ウェブページの作成ガイドライン」等の周知徹

底を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

情報の掲載における取扱いについて、適正に行う

よう周知徹底を図られたい。 

３ その他 

 (１) 使用するサーバについて 

188機関のうち19機関が独自にサーバを整備して

いた。 

このうち県立学校の倉吉総合産業高等学校、米

子東高等学校及び米子南高等学校の３校について

は、Torikyo-NETを使用せず、独自にサーバを整備

していた。 

情報管理の面からは、個々がそれぞれの考え方

で情報を取り扱うより、統一的な規程、セキュリ

ティ等によって情報を管理することが望ましく、

また、これら３校のホームページについては、サ

ーバを独自整備する必要性は特に認められなかっ

た。 

ついては、倉吉総合産業高等学校、米子東高等

学校及び米子南高等学校は、Torikyo-NETを使用す

ることを検討されたい。 

 (２) 電子申請について 

閲覧確認の結果、電子申請可能な申請・届出の

一覧のページに掲載されている事務は、30事務に

とどまっていた。 

添付書類の電子化が必要である等、電子申請す

ることが困難な申請事務もあると考えるが、コン

ピュータ関連技術は日進月歩であり、今後、電子

申請に対する需要は増加していくものと考える。

ついては、申請事務を所管する所属は、現在電

子申請に掲載されていない事務についても、再度

掲載の可否の点検を行い、電子申請の積極的活用

に努められたい。 

４ 総括的意見 

インターネットが普及した今日において、ホーム

ページは情報収集の最も一般的で手軽なメディアと

して定着している。 

インターネットを利用すれば、県内はもとより、

日本全国、海外にも情報を発信することができ、県

の有効な情報発信手段であるとともに、その影響は

大きく、情報の管理は厳正に行う必要がある。 

とりネットＣＭＳについては、ＪＩＳ規格を念頭

にホームページの改良が進められており、また、監

査においても、広報課の改善に取り組む意識は高か

った。 

一方、Torikyo-NETについては、運用等を行う教育

センターは、所属の分掌事務等を定める鳥取県教育

 

 

 

 

倉吉総合産業高等学校、米子東高等学校及び米子南

高等学校の３校全てが、平成 22年 10月までに

Torikyo-NETへの移行を完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請が可能な事務については、担当課に対しで

きるだけ様式を登録するよう、継続して要請している

ところである。また、申請に関する手続についても見

直し、利用者にとってメリットのある手続となるよう

取組を行う。 

 さらに、県民の利用促進についても、県の窓口に電

子申請専用パソコンを設置すること等を検討していく。

 

 

 

 

 

教育委員会では、ホームページの作成に係る統一的

な取扱いを定めた「ウェブページ公開に関する規程」

及び「学校ウェブページの作成ガイドライン」を定め

ており、後者については、今回の監査意見を踏まえた

改正を行った。今後は、Torikyo-NETを統括管理する鳥

取県教育センターと関係課が協力し、規程及びガイド

ラインについて、研修等により学校へ周知徹底を図る

こととした。 

 

 

 

 

 



 

センターの管理運営に関する規則（昭和48年鳥取県

教育委員会規則第４号）にホームページの指導が明

記されていないこと、また、ホームページの作成に

は学校の独自性を尊重すべきとの理由から、改善指

導に積極的でなかった。 

ついては、教育委員会は、Torikyo-NETによるホー

ムページを統轄する所属を明確にするとともに、学

校の独自性を尊重しながら、ホームページの作成に

係る基本的部分において統一的な取扱いを示す等、

学校に対する指導を行い、適切なホームページの作

成を図られたい。 

また、鳥取県ホームページにおいてウェブサービ

スを行うサーバシステムは、とりネットＣＭＳ、

Torikyo-NET以外にも、情報政策課が所管する公開ド

ミノ等が設置されている。 

これらのサーバシステム全体に適用される規程は、

情報政策課が所管し、県の情報システムの整備、管

理及び運用を規定する鳥取県情報システム事務処理

規程（昭和58年鳥取県訓令第２号）があるが、ホー

ムページの作成に関し個別具体に規定していない。

現在、ホームページへの情報掲載に関する取扱い

は、それぞれのサーバシステムの管理者で異なって

おり、とりネットＣＭＳ以外のサーバシステムでは、

ウェブアクセシビリティへの配慮に欠ける事例が確

認された。 

ついては、鳥取県ホームページ全体を統轄する所

属を明確にし、ウェブアクセシビリティ等の基本的

事項について、鳥取県ホームページ全体に適用する

規程を整備することを検討されたい。 

さらに、ホームページを作成する所属については、

中部総合事務所のようにホームページ上に「ちゅう

ぶ観光ナビ」を開設して情報発信の強化を図る所属

がある一方で、長期間ページの更新を行っていない

等、県民に不信や誤解を与えるホームページも見ら

れた。 

効果的な情報発信を行うためには、所属として取

り組む必要があり、ホームページの作成に関わる職

員だけでなく、所属の長の意識が大きく影響するも

のと考える。 

ついては、鳥取県ホームページ全体を統轄する所

属は、それぞれの所属が有効な情報発信を効率的に

行えるよう、管理職を対象とした研修会を開催する

こと等により、ホームページを作成する所属の意識

の向上を図られたい。 

また、ホームページを作成する所属は、本県のホ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県のホームページにおけるアクセシビリティ等につ

いては、情報政策課が新しく策定した「鳥取県ウェブ

サイト運用管理規程」において、基本的事項を規定し

た。今後は、当規程に基づいて適切な管理及び運用を

図ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページを作成する各課の意識向上等を図るた

め、従来の担当者研修会に加え、所属長を対象とした

研修会を実施した。 

また、ＱＲコード等新たなＩＴ技術の活用を進め、

積極的な県政情報の発信を図ることとした。 

教育委員会においては、各学校がホームページを活

用して有効な情報発信を行うよう、担当者を対象とし

た研修会とは別に、学校長を対象とした研修会を開催

し、管理職の意識の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 



 

ームページが単なるお知らせや掲示板にとどまるこ

となく、県の情報及び魅力の発信基地となるよう、

積極的な活用に努められたい。 

 

 

 

 

２ 許認可等の事務について  

監査意見 講じた措置 

１ 許認可等の事務の処理体制について 

審査基準及び標準処理期間の設定等については、

審査基準等の設定及び改正が行われていないもの、

処理機関に審査基準等を備え付けて公表していない

もの等、行政手続法等に基づく適正な事務の執行が

行われていないものがあった。 

また、要綱等を審査基準としている事務について、

要綱等の該当箇所の記載や添付が行われていないた

め、審査基準の内容が県民に明示されていないもの

が多くあった。 

受付窓口の体制については、申請書様式及び記載

例を受付窓口に備え付けていない機関が多くあった。

審査体制については、受付簿、審査表、許認可管

理台帳等の必要と思われる書類を作成していない処

理機関が多くあった。 

 (１) 審査基準及び標準処理期間の設定及び公表 

審査基準及び標準処理期間を設定していなかっ

た事務の本庁所管課は、速やかに審査基準等を設

定されたい。また、審査基準及び標準処理期間の

備付けによる公表を行っていなかった処理機関は、

速やかに公表されたい。 

 

 

 

 

 

 

 (２) 審査基準及び標準処理期間の表示 

ア 審査基準の表示方法について 

行政手続法等で、審査基準が受付機関におけ

る備付け等により公にすることとされている趣

旨は、申請者等に審査基準の具体的な内容を明

示することにあり、作成要領においても、受付

機関等で閲覧に供することができるようにする

こととされている。 

ついては、審査基準の具体的な内容が明示で

きていない事務の本庁所管課は、必要な要綱等

を添付し、受付機関の窓口で審査基準の具体的

内容が閲覧できるようにするなど、審査基準の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準及び標準処理期間については、法令で判断

基準が言い尽くされている等設定を要しない事務等を

除き、約1,000件について設定し、ホームページで公表

した。なお、設定が困難な場合は、その理由を公開し

た。 

警察本部においては、警察庁が示した基準に沿って

審査基準及び標準処理期間を定め、警察本部のホーム

ページで公表している。 

また、受付機関の窓口及び警察県民課に審査基準及

び標準処理期間を備え付け、閲覧ができるようにして

いる。 

 

 

 審査基準及び標準処理期間について、全受付機関に

紙面で備付けがなされた。また、要綱等に審査基準が

規定されているものについても、できるだけホームペ

ージで公開することとした。 

なお、要綱等が特に大量で、ウェブ上での公開に不

向きな場合には、通達等の閲覧場所をホームページ上

に明記し、当該通達等を各受付機関に備え付けている。

 

 

 



 

内容を、申請者等に明示するようにされたい。

イ 標準処理期間の表示内容について 

協議に要する日数を標準処理期間に加えてい

なかった事務の本庁所管課については、協議に

要する日数を加えた標準処理期間にされたい。

また、受付機関等の名称変更をしていなかっ

た事務の本庁所管課については、速やかに変更

されたい。 

 (３) 受付窓口の体制 

ア 受付窓口の案内表示について 

受付機関は、申請者に分かりやすい受付窓口

の案内表示をされたい。 

特に、多数の事務の受付を行っている総合事

務所は、県民にできるだけ分かりやすい案内表

示をされたい。 

イ 申請書様式等の受付窓口への備付け 

受付機関は、行政手続法等の趣旨を踏まえ、

県民の利便性向上のため、申請書様式及び記載

例を窓口に備え付けるなど情報提供に努められ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 審査体制 

受付簿は審査事務の進行管理だけでなく補正に

要した期間を管理する上で、審査表は審査のポイ

ントを明確にし適正な審査を行う上で、許認可管

理台帳は許認可等の状況を把握するとともに更新

手続等の適正な管理を行う上で、それぞれ有効と

考えられる。 

ついては、受付簿、審査表、許認可管理台帳を

作成していない処理機関は、これらを作成及び活

用することにより適正な事務処理に努められたい。

また、研修は、事務担当者の能力向上や適正な

事務処理を行うために有効と考えられる。 

ついては、事務の本庁所管課は、事務担当者を

対象とした研修の実施に努められたい。 

さらに、処理機関により事務手続の取扱いが統

一されていないことは、申請者に不利益、不平等

を生じることにつながる。 

 

 

 標準処理期間については、所管課が再点検を行い、

関係機関との協議に要する日数等を考慮した期間に設

定した。 

また、受付機関及び処理機関の名称について、組織

改正や権限委任に伴う変更が反映されているか、所管

課において確認して措置した。 

 

 

本庁及び各総合事務所において、県民にわかりやす

い案内表示の検討を行い、案内板の各階設置、各課で

の業務内容表示等の改善を行った。また、今後も継続

して必要な改善を行うこととした。 

 

 

県民の利便性向上のため、申請書様式及び記載例を

ホームページに掲載した。なお、様式が定まっていな

い等の理由で様式を掲載できない事務については、そ

の理由を記載した。また、申請が少ない事務等を除き、

申請書様式及び記載例を申請窓口に備え付けた。 

 警察本部では、申請件数の多い許認可事務について、

県民の方に分かりやすいよう、各警察署担当課の専用

窓口又は入口に、受付窓口を案内する表示を行ってい

る。なお、警察本部で受理する事務については、入庁

手続の際に受付案内窓口で案内している。 

 また、受付窓口には、申請書の記載例を備えるなど、

申請者への配慮を図っている。 

 

知事部局で所管する約1,600件の許認可等事務につい

て、不要とする理由があるものを除き、本庁所管課で

受付簿等の様式を作成した。また、県民課において、

受付機関ごとに、その利活用状況を確認した。 

そのうち、受付簿は、年間申請件数が10件以下で受

付簿以外での管理が可能な事務及びその場で処理する

事務を除き、700件近い事務について様式が作成済みで

ある。 

審査表については、審査表がなくても審査が可能な

事務及び年間申請件数が10件以下で審査表以外での管

理が可能な事務を除き、400件近い事務について様式が

作成済みである。 

許認可管理台帳については、年間申請件数が10件以

下で許認可管理台帳以外での管理が可能な事務及び受

付の都度完結する等性格上不要である事務を除き、約

800件の事務について様式が作成済みである。 



 

ついては、事務手続の取扱いが統一されていな

い事務の本庁所管課は、処理機関における取扱い

の統一を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 許認可等の事務の処理状況 

許認可等の事務の処理状況は、半数以上の機関で

標準処理期間を超過して事務処理を行っていた。 

標準処理期間を超過した原因は、市町村が受付を

行っていた事務については、市町村から県への申請

書等の進達の遅延が主な原因であった。 

また、県が直接受付を行っていた事務の超過した

原因は、申請書記載事項の不備や添付書類が不足し

たこと等申請者側の原因により補正の期間が必要と

なったことであった。なお、処理機関では補正に要

した期間の記録が行われていない状況もあった。 

総合事務所又は地方機関に権限委任した事務につ

いては、事務の本庁所管課の権限委任後の事務処理

状況の把握が十分でなかったことにより、各処理機

関において、申請書の提出部数等の取扱いが統一さ

れていないものがあった。 

事務担当者の能力向上等を目的とする研修について

は、事務が平易で研修を要さないなどの理由で実施予

定のないものを除き、300余りの事務について研修等を

実施済み、又は今後実施予定である。 

全事務について、所管課において処理機関の間で事

務手続の取扱いが統一されているか確認し、統一を図

った。 

教育委員会においては、申請数が少ないなど特別な

理由があるものを除き、所管課で受付簿、審査表及び

許認可管理台帳を作成した。 

また、事務担当者の能力向上のため、事務が平易で

研修を要さないなどの理由があるものを除き、所管課

において研修を実施済み、又は今後実施予定である。

さらに、全事務について、所管課において処理機関

の間で事務手続の取扱いが統一されているか確認し、

統一を図った。 

警察本部においては、適正な事務処理のために、受

付簿、審査表及び許認可管理台帳を作成し、標準処理

期間、補正期間、審査期間を記載する等、期限内に処

理するための進行管理を行っている。 

審査表については、駐車場の許可など定例的で審査

が簡単である等作成する必要のないものを除き、様式

を作成し活用している。 

また、許認可等の状況把握及び更新手続等を適切に

行うために許認可管理台帳を作成し活用している。 

さらに、事務担当者の能力向上のため、警察学校に

おける集合教養等及び巡回教養等の研修を行っている。

なお、受付機関の間での事務手続の取扱いについて

は統一された取扱いとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (１) 処理期間の状況 

ア 公文書開示請求の事務における開示決定期限

について 

公文書開示請求の開示決定期限は、条例で定

められたものであり、遵守しなければならない。

開示決定期限を超過した６件すべてが、県民

室、県民局及び処理機関の連携が不十分であっ

たことが超過の原因であった。 

ついては、県民室は、処理機関との連携体制

や進行管理体制を整備し、公文書の開示決定期

限の遵守の徹底を図られたい。 

イ 許認可等の事務における標準処理期間につい

て 

市町村が受付を行っている事務の本庁所管課

及び処理機関は、市町村からの進達が遅延した

原因を分析し、その解消策を講じられたい。 

また、精神障害者保健福祉手帳の交付及び自

立支援医療費（精神通院医療）の支給認定の事

務については、処理機関は月２回の判定会に遅

滞なく送付するとともに、事務の本庁所管課及

び処理機関は電算入力等の事務処理の改善を図

られたい。 

県が受付を行っている事務の受付機関及び処

理機関は、申請書等の補正に要した期間を受付

簿等に記録し、補正期間を除いた上で適切な進

行管理を行い、所定の標準処理期間内での審査

業務の処理に努められたい。 

３ 許認可等の申請手続の簡素化、効率化 

更新申請について、新規申請と比べて記載事項を

簡素化していた事務はわずかであり、添付書類を簡

素化していた事務は半数であった。 

また、電子申請を行うことができる事務は少なく、

利用の状況も多くなかった。 

さらに、申請書等をホームページに掲載していた

事務は、約半数であった。 

 (１) 申請手続の簡素化 

申請書について、記名押印又は署名押印を求め

ている事務の本庁所管課は、「申請書等の押印見

直し方針」の趣旨にのっとり、手続の簡素化を図

られたい。 

また、更新申請に伴う申請手続について、事務

の本庁所管課は、更新申請書の記載事項及び添付

書類の簡素化を図られたい。 

 

 

 

 

 

公文書開示請求については、今までも全開示請求に

ついて受付時点で県民課への報告を求めていたが、平

成21年度から県民課において、進行管理表により一元

的に管理・チェックし、進捗に応じて所管課に随時催

促等を行うこととした。 

 

 

 

 

 

市町村が受付を行っている事務については、所管課

から市町村の担当課に対して、適正な進行管理を依頼

した。 

また、精神障害者保健福祉手帳の交付及び自立支援

医療費(精神通院医療)の支給認定の事務については、

必要な書類がそろってから受理し、受理後は速やかに

県に送付するよう、管内市町村に依頼した。さらに、

市町村から進達されたものについては、月２回の判定

会に遅滞なくかけるよう、県における事務処理を見直

し、進行管理を行っている。 

また、手帳等発行に係る電算処理については、平成

22年２月より、同時処理可能台数を５台から12台に増

やし、事務処理の改善を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書等の押印については、県に提出される書類全

般の見直しの中で、原則、記名押印か署名の選択制と

することとし、そのための規則を平成23年度早期に整

備する。 

また、記載事項及び添付書類の簡素化については、

更新手続のある700余りの事務のうち、記載事項又は添

付書類を簡素化しているものは38件であった。検討に

時間を要するため、今回簡素化しなかった事務につい

ては、今後も検討していくこととしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 申請手続の効率化 

ア 電子申請について 

電子申請が可能な事務の本庁所管課は、県民

への周知及び申請様式の簡素化等により利用の

促進に努められたい。 

また、今後電子申請に対する需要は増加する

と考えられ、電子申請への対応がなされていな

い事務の本庁所管課は、県民の利便性向上のた

め個人情報の保護等に十分配慮しつつ導入を検

討されたい。 

 

 

 

 

 

 

イ 県ホームページの活用について 

県ホームページに申請書等を掲載していない

事務の本庁所管課及び処理機関は、県民へのサ

ービスの向上を図るため、インターネットのリ

ンク等を活用して効率的に申請書等がホームペ

ージからダウンロードできるよう改善されたい。

 

 

 

 

 

 

 

４ 県民室の対応 

県民室（県民課）は、行政手続法等の所管課とし

て、事務の本庁所管課や処理機関等に対して、事務

の執行が適正に行われているか、適宜確認し指導さ

れたい。 

教育委員会では、所管課において新規申請手続及び

更新申請手続の簡素化の検討を行い、見直しにより規

則等改正が必要な場合は、所管課において個別に規則

等の改正を行うこととした。なお、更新申請に伴う手

続については、検討に時間を要するため、今後も簡素

化を検討していくこととしている。 

県警察本部の所管する申請事務については、関係法

令等により記名押印に代えて署名することができると

されている。また、更新申請に係る記載事項及び添付

書類については、関係法令等で定められているもの以

外は必要としていない。 

 

 

電子申請が可能な事務については、できるだけ様式

を登録して住民の利便を向上するよう、申請事務所管

課へ要請しており、200以上の様式を登録済みである。

また、登録する手続について業務見直しも検討し、利

用者にとってメリットがある手続となるよう取組を行

う。 

さらに、様式登録事務のうち、実際の利用実績があ

るのは職員採用試験申込手続、入札参加資格申請、公

文書開示請求等の11手続にとどまっていることから、

・電子申請対象事務の増加 

・行政書士による代理申請を可能とする運用の開始 

・県の窓口での電子申請専用ＰＣ設置 

・申請者への呼びかけによる利用促進 

を検討することとした。 

 

 ホームページの活用については、申請時に相談、聞

取り等が必要である等の理由がある場合を除き、申請

書等の様式をホームページに掲載した。 

 教育委員会においても、申請書等様式を県のホーム

ページに掲載した。 

 警察本部においては、県民からの申請の多い申請書

様式については、鳥取県警察のホームページに掲載し、

県民の方がダウンロードできるようにしている。なお、

鉄砲等所持許可申請など対面による聞取りが必要な申

請は、電子申請になじまないと判断し、申請書あるい

は記載例についても、ホームページへの掲載は行って

いない。 

 

県民課では、事務の所管課及び受付機関等に対し、

許認可等の事務について見直しを依頼し、必要な事務

の改善等を求めた。また、ホームページへの公開及び

状況把握のためデータベースを作成し、所管課等に登



 

また、今回監査対象とした25事務以外の事務につ

いて、審査基準等の設定及び備付けによる公表の有

無、受付機関等の名称、協議に要する日数の表示等

について点検されたい。 

なお、審査基準については、必要な要綱等を添付

し、受付機関の窓口で具体的な内容が閲覧できるよ

うにするなど、審査基準の内容を申請者等に明示す

るよう指導されたい。 

さらに、申請者への情報提供として、申請書様式

及び記載例を受付窓口に備え付けるよう指導された

い。 

５ 事務の本庁所管課の対応 

事務の本庁所管課は、受付機関及び処理機関に対

して、受付簿、審査表、許認可管理台帳を作成する

など、適正な事務処理を行うよう指導されたい。 

また、事務担当者を対象とした研修を行うなど事

務処理の適正化を図られたい。 

さらに、申請手続については、更新申請書の記載

事項や添付書類の簡素化、電子申請の利用の促進及

び申請書等のインターネットでのダウンロードを可

能とすること等による効率化を検討されたい。 

なお、総合事務所又は地方機関に権限委任した事

務については、定期的に処理機関の事務処理状況を

把握するなどして、適正な事務処理が統一的に行わ

れるよう指導されたい。 

録を依頼した。(平成22年２月及び７月) 

また、審査基準及び標準処理期間については、全受

付機関に紙面で備え付けるとともに、ホームページで

公開することで、各手続について県民への情報提供を

行っている。要綱等も審査の基準となることから、で

きるだけホームページで公開することとし、特に大量

の場合には閲覧場所を明記し、各受付機関に備え付け

た。(平成22年10月 備付状況等確認) 

 教育委員会においては、教育総務課から所管課に対

し、事務手続のチェック及び県民課が作成したデータ

ベースへの登録を依頼した。 

  

 各所管課及び受付機関は、事務処理の見直し及びデ

ータベースへの登録等を行った。 

 また、更新申請の記載事項等の簡素化については、

今後も検討を続けることとしている。 

 なお、電子申請の利用については、情報政策課が中

心となり促進を図ることとしている。 

 教育委員会では、事務が適正に執行されているか再

確認等を行った。県民課の作成したデータベースに申

請様式、記載例、審査基準等を登録した。また、更新

申請の記載事項等の簡素化については、今後も検討を

続けることとしている。 

 

 

 


